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総合評価
評
価
担
当

局名

課・室名

電話番号

１ 施策の目的

対象（誰、何を対象としているか） 意図（どのような状態にしたいのか）

２ 施策の成果状況

成
果
指
標
①

指標名 単位
実績値 中期目標 長期目標 指標の

うごき

成果状況／達成度評価

目　標
達成度

（達成度）

成果状況の推移

成
果
指
標
②

指標名 単位
実績値 中期目標 長期目標 指標の

うごき

成果状況／達成度評価

目　標
達成度

（達成度）

成果状況の推移

成
果
指
標
③

指標名 単位
実績値 中期目標 長期目標 指標の

うごき

成果状況／達成度評価

目　標
達成度

（達成度）

成果状況の推移

３ 市民満足度調査の状況

満足度

不満度

重要度

令和 年度6 高松市施策評価表（ 年度分）5 令和 年6

心豊かで未来を築く人を育むまち

男女共同参画社会の形成

男女共同参画の推進
Ａ

市民局

人権・男女共同参画推進課

839-2292

　市民 　男女共同参画社会を形成するため、男女共同参画市民フェ
スティバル等、様々な機会を通じて、意識啓発を図るととも
に、男女共同参画センターを市民の活動拠点として、家庭や
職場等あらゆる分野での参画を促進し、共に豊かで安心でき
る生活・環境づくりを推進することにより、男女共同参画の
社会づくりを進める。

審議会等における女性委員の割合
％

年度3 年度4 年度5 年度5 年度5

38.2 38.9 39.3 44 44

　高松市における審議会等委員への女性の登用推進要綱等に基づき、
女性委員の割合拡大を推進するため、審議会等における女性の登用推
進に係る事前協議を行ってきた結果、実績値は上昇傾向にあるもの
の、目標を達成できなかった。

89.3%

点26

事業所における女性従業員の割合
％

年度3 年度4 年度5 年度5 年度5

－ 50 50

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、令和２年度以
降、アンケートを実施していない。

男性の育児休業者がいた事業所の割合
％

年度3 年度4 年度5 年度5 年度5

6.3 6.3

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、令和２年度以
降、アンケートを実施していない。

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
42 42 42 43 44 0 0 0

39.4 37.6 38.2 38.9 39.3

50 50 50 50 50 0 0 0
28 0 0 0 0

4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 0 0 0
0 0 0 0 0

42 42 42 43 44 0 0 0
39.4 37.6 38.2 38.9 39.3

50 50 50 50 50 0 0 0
28 0 0 0 0

4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 0 0 0
0 0 0 0 0

2021

2022
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年度5年度4年度3

38

54

41

25.1

18.4

24.9

位 （ ％）38 25.1 位 （ ％）54 18.4 位 （ ％）41 24.9
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－

－

－

－

－

－

－ －

－ － －



４ 施策に係るコスト

事業費

人件費

トータルコスト

５ 今後の方向性と課題

施策の推進状況と課題

施策推進の方向性

６ 施策を構成する基本事業及び事務事業の状況

基本事業名
（総合評価）

重 ﾏﾆ 事務事業名 得点率 総合評価 方向性 成果指標 達成度

年度（決算）3 年度（決算）4 年度（決算）5 年度（予算）6

41,166 41,976 42,576 45,346

27,935 23,948 21,451 21,451

69,101 65,924 64,027 66,797

【市民局】女性の活躍推進や子育て世代の女性の就労環境など、経済情勢や新たな社会問題から生じる課題に対応するため、男女
共同参画への更なる意識啓発が必要である。
【健康福祉局】配偶者等からの暴力（ＤＶ）を受けた被害者を始め、離婚問題や生活困窮等、様々な悩みを抱える女性に対し、自
立に向けた支援を行うためには、女性相談業務の専門性の向上や関係機関との連携強化等、更なる支援体制の充実を図ることが必
要である。

　男女共同参画社会の形成に向け、これまでの取組を継承しつつ、第５次たかまつ男女共同参画プランにおいて取り組むこととし
ている各種啓発活動や相談事業等について、市民参画の手法を用いながら、総合的・計画的に実施する。

男女共同参画の意識づくり
Ｂ

男女共同参画社会推進事業
○ 72% Ｂ 継続

事業に対する満足度（アンケート等）
69.8%

（評価対象外）男女共同参画センター管理運営事

業



基本事業名
（総合評価）

重 ﾏﾆ 事務事業名 得点率 総合評価 方向性 成果指標 達成度

基本事業名
（総合評価）

重 ﾏﾆ 事務事業名 得点率 総合評価 方向性 成果指標 達成度

６ 施策を構成する基本事業及び事務事業の状況

女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進
Ａ

女性団体育成事業
75% Ｂ 継続

地域コミュニティ協議会における正副会長のうち女性

の割合

団体活動回数

53.7%

95.0%

（評価対象外）女性相談事業

女性の就労相談事業
94% Ａ 改善継続

女性の就労相談窓口利用者のうち就業につながった人

数

女性の就労相談件数

126.7%

196.5%

女性の活躍促進事業
○ 89% Ａ 改善継続

女性活躍企業認定数（累計）

本市の支援を受けて策定された一般事業主行動計画の

数

86.0%

100.0%




